
【尾道・御調・向島地区】� 尾道市クリーンセンター�（☎0848-48-2900）
� 　衛生施設センター【持込】・清掃事務所【収集】
【因島地区（原・洲江含む）】� 南部清掃事務所� （☎0845-24-0432）
【瀬　戸　田　地　区】� 南部清掃事務所瀬戸田分所�（☎0845-27-0454）

環境資源リサイクルセンター （☎�0848-48-2212）
10：00〜16：30／月・祝日休館

９／16 ㈬
13：30〜14：30

EMぼかし・EM活性液講習会
2人　 米のとぎ汁（活性液）

９／20㈰
13：30〜

自転車かんたん修理教室
300円＋実費　 1人　 修理用自転車など

10／�1 �㈭
13：30〜

ダンボールコンポスト講習会
600円　 2人　 ダンボール2個

10月の出張販売
10／�3�㈯ 10：00〜14：00���市民センターむかいしま
10／�9�㈮ 10：00〜14：00���道の駅クロスロードみつぎ
10／14�㈬ 10：30〜14：00���瀬戸田市民会館前駐車場

https：//www.facebook.com/onomichi.recycle

金曜は午後７時まで市民課
関係窓口を時間延長します

日曜にも受け取れます
マイナンバーカード

〜「もったいないモラル」を
　考えてみませんか〜

マイナンバーカード（個人番号
カード）の交付案内が届いた人
９月２7日㈰	8：30〜12：00	※次回は10月25日㈰です。
本庁市民課のみ	※市民課以外の各支所が交付場所
になっている人は、9月23日㈬までにご連絡ください。
・マイナンバーカード交付通知書兼照会書（交付
案内に同封）

・本人確認書類（交付案内参照）
・通知カード（回収します）
・住民基本台帳カード（回収します・お持ちの人のみ）
市民課（☎0848-38-9102）

本庁市民課、因島総合支所市民生活課
戸籍、住民票、印鑑・所得証明書の発行、パスポー
トの受け取りなど

※住所変更、パスポートの申請はできません。
市民課（☎0848-38-9102）
因島総合支所市民生活課（☎0845-26-6208）

※所得に関する証明については、事前に担当課へ
ご確認ください。
収納課（☎0848-38-9172）
因島瀬戸田市民税係（☎0845-26-6227）

9月のごみ持込受付（休日）※対象は家庭ごみ。 「祝日」のごみ収集

26日㈯ 御調清掃センター 8：30〜11：00

27日㈰

尾道市クリーンセンター

8：30〜12：00南部清掃事務所

瀬戸田名荷埋立処分地

9月の祝日 収集するごみ 収集する地域

9月21日
（敬老の日） もやせるごみ 全市のうち月・木曜が

「もやせるごみの収集地域」

9月22日
（秋分の日） もやせるごみ 全市のうち火・金曜が

「もやせるごみの収集地域」

※	向島クリーンセンター・因島リサイクルセンターは休日
の持込受付はありません。

※上記の日は、ごみ・資源物・粗大ごみの持込受付はありません。

休日のごみ持込が大変混雑しています
・	大量に持ち込みされる場合は、平日にお願いし
ます。

・	必ず分別をして、分別ごとに下ろしやすいように
して持ち込んでください。
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注意　自動音声による納付案内で、特定
の金融機関の口座を指定して振込を求め
たり、ATMの操作を求めたり、口座番号
や暗証番号の入力を求めたりすることは
一切ありません。不審な場合は電話を切
り、収納課へお問い合わせください。

事前登録型本人通知制度を利用しませんか 自動音声による
納付案内のお知らせ

市民課（☎0848-38-9104）

　住民票や戸籍の不正請求の抑止と個人の権利の侵害防止を目的に、
代理人や第三者に証明書を交付した場合、その事実を登録した本人へ
通知する制度です。

【通知の流れ】

登録受付場所　市民課、各支所
尾道市の住民基本台帳に記録されている人、戸籍に記載されている人

（過去に記録・記載されていた人も含む）
通知する内容　交付年月日、交付した証明書の種別など	
　　　　　　　※交付請求者の住所、名前などは通知できません。
事前登録申請書、窓口に来る人の本人確認書類（代理人が手続きする
場合は委任状等が必要）	※詳しくは、お問い合わせください。

❶事前の登録

市役所

❹交付したことを通知

登録者 代理人・第三者

❷戸籍等を請求

❸戸籍等の交付

　4月から、市税等の未納がある人
へ自動音声による納付案内を開始
しています。
　夜間や土・日・祝日に案内する場
合もあります。
　なお、納付された日から市が確認で
きるまでに２週間程度かかるため、すで
に納付された人にも行き違いで案内す
る場合がありますので、ご了承ください。
収納課からの発信専用番号
☎0848-38-2713（自動音声案内）
※発信専用のため、お問い合わせは下記

の番号までお願いします。

収納課（☎0848-38-9411）
納税案内センター
（☎0848-38-9217）

期間限定で、窓口で写真を撮影して、インターネットからの申請を代わりに行います。

市民課（☎0848-38-9102）
因島総合支所市民生活課（☎0845-26-6208）
御調支所まちおこし課	 （☎0848-76-2111）
向島支所しまおこし課	 （☎0848-44-0110）
瀬戸田支所住民福祉課	 （☎0845-27-2211）

場　所　本庁市民課、各支所（百島・浦崎を除く）
日　時　11月末までの平日9：00〜16：00
対　象　次のすべてに当てはまる人
　　　・尾道市に住民票がある
　　　・マイナンバーカードを持っていない
　　　・申請時と受取時に本人が窓口に来ることができる
　　　・申請後2カ月以内に転出する予定がない

持参物　本人確認書類（運転免許証・保険証など）
　　　　マイナンバーカード交付申請書（お持ちの人のみ）

無料で
マイナンバーカードの申請をお手伝いします

期間限定で、窓口で写真を撮影して、インターネットからの申請を代わりに行います。

マイナンバーカードの申請をお手伝いします
11月末まで

※申請からマイナンバーカードの受取までは
1カ月以上かかります。

※撮影した写真の印刷やデータのお渡しは
できません。

ここが
申請書
です
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